
13 総務文教常任委員会の報告・意見書 12議決結果・意見書

議 案 名 議　案　の　概　要

五條市上水道事業給水条例の一部改正について

補正予算額　６２，４０１千円
（民生費、農林業費、商工費、土木費、教育費の追加）

上記並びに水道法の一部を改正する法律及び水道法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関
する政令の施行に伴う規定の整備を行うため
（令和元年１０月１日から施行・経過措置）

令和元年度五條市介護保険特別会計予算（第２号）
議定について

令和元年度五條市一般会計補正予算（第５号）議
定について

小松靖幸氏の推薦に同意
（任期：令和２年１月１日から３年）

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めるこ
とについて

竹田和彦氏の選任に同意
（任期：令和元年１０月１日から４年）

五條市監査委員の選任について

五條市下水道条例の一部改正について 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行
うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正
する法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本
的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改
正する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う規定
の整備を行うため（令和元年１０月１日から施行・経過措置）

　　　　　　　　　　　　高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書

　東京・東池袋で８７歳の高齢者が運転する車が暴走し、母子２人が亡くなった事故以降も高齢運転者
による事故が続いている。
　近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、７５歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっ
ており、単純ミスによる事故も目立つ。
　警察庁は、昨年末時点で約５６３万人いる７５歳以上の運転免許証保有者が、２０２２年には１００
万人増えて約６６３万人に膨らむと推計している。
　こうした状況を踏まえ、国は２０１７年施行の改正道路交通法で、７５歳以上の運転免許証保有者は
一定の違反行為や運転免許更新時に認知機能検査等を受けることを義務付けたが、いまや高齢運転者の
安全対策及び安全運転支援の取組は待ったなしの課題である。
　また、過疎地域を中心に、いまだ「生活の足」として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に運転
免許証を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取組であるが、一方で乗務員や地域
の担い手の高齢化も深刻化しており、地域の交通網の確保、維持も非常に困難となってきている。
　政府におかれては、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての、高齢
運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、下記の事項について早急に取り組
むことを強く求める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装
　置を搭載した「安全運転サポート車」（サポカーＳ）や後付けの「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」
　の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。
２　高齢運転者による交通事故を減らすため、自動ブレーキなどを備えた「安全運転サポート車」（サ
　ポカーＳ）に限定した運転免許制度の創設や、走行できる場所や時間帯などを制限した条件付き運転
　免許の導入を検討すること。
３　高齢者が日々の買物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド（予約）型乗り合い
　タクシーの導入など「地域公共交通ネットワーク」のさらなる充実に向けた取組に対し、支援を強化
　すること。また、地方自治体などが行う、運転免許証の自主返納時におけるタクシーや公共交通機関
　の割引制度などを支援すること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　令和元年９月２５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五 條 市 議 会

委
員　

ス
ク
ー
ル
バ
ス
操
車
場
に

雨
よ
け
の
待
合
室
等
は
あ
る
の
か
。

答
弁　

バ
ス
を
待
つ
場
所
で
子
供

た
ち
が
待
つ
こ
と
は
な
い
の
で
、

作
る
計
画
は
な
い
。

委
員　

ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
乗
ら
ず

通
学
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。

答
弁　

基
本
は
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に

乗
っ
て
の
通
学
を
考
え
て
い
る
。

委
員　

ス
ク
ー
ル
バ
ス
は
何
台
集

ま
る
こ
と
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

答
弁　

現
在
は
３
台
で
、
５
年
後

は
６
台
を
見
込
ん
で
い
る
。

委
員　

市
道
岡
口
３
号
線
道
路
整

備
工
事
の
内
容
は
。

答
弁　

道
路
の
代
替
地
と
し
て
土

地
開
発
公
社
の
土
地
の
買
戻
し
、

物
件
補
償
調
査
の
完
了
に
よ
り
一

部
道
路
法
線
の
見
直
し
が
生
じ
た

こ
と
に
よ
る
補
償
対
象
物
件
の
増

加
で
あ
る
。

委
員　

道
路
の
完
成
見
込
み
は
。

答
弁　

新
庁
舎
の
完
成
ま
で
に
道

路
開
通
の
予
定
で
あ
る
。

委
員　

用
地
交
渉
の
進
捗
は
。

答
弁　

用
地
交
渉
は
全
件
終
わ
っ

て
お
り
、
お
お
む
ね
了
承
を
い
た

だ
い
て
い
る
。

委
員　

後
も
引
き
続
き
交
渉
を
お

願
い
す
る
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

　
五
條
市
林
産
物
加
工
施
設
条
例
に

つ
い
て　

委
員　

林
産
物
搬
入
の
対
象
者
は
。

答
弁　

市
内
の
林
業
者
を
中
心
に

考
え
て
い
る
。

委
員　

施
設
の
能
力
は
。

答
弁　

製
材
品
は
２
〜
３
千
立
米
、

原
木
は
３
千
ト
ン
程
度
の
生
産
を

考
え
て
い
る
。

委
員　

材
や
販
売
先
の
確
保
、
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
な
ど
利
益
が
出

せ
る
よ
う
な
取
組
を
お
願
い
す
る
。

令
和
元
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）
議
定
に
つ
い

て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　新たな過疎対策法の制定に関する意見書

　過疎対策については、昭和４５年に「過疎地域対策緊急措
置法」制定以来、４次にわたる特別措置法の制定により、総
合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境
の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
　しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機にひん
し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨
・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深
刻な状況に直面している。
　過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴
史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料
・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの
場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに
多大な貢献をしている。
　過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は
国民共有の財産であり、それは過疎地の住民によって支えら
れてきたものである。　現行の「過疎地域自立促進特別措置
法」は令和３年３月末をもって失効することとなるが、過疎
地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持してい
くためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的
な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確
立・推進することが重要である。
　過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に
暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市
をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであ
ることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させる
ことが必要である。
　よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　令和元年９月２５日　　　　　　　　　　五 條 市 議 会　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　敷地内全面禁煙の一部見直しを求める
　　意見書

　令和元年７月１日から、健康増進法の一部
を改正する法律の一部施行に伴い、本庁舎を
はじめとして、支所・教育委員会事務局庁舎
・カルム五條・水道局庁舎等において、敷地
内全面禁煙が実施されました。
　また、改正法の規制の適用外である電子タ
バコ等も禁煙の対象とした措置は、理事者の
強い意思の表れであると認識はしているとこ
ろであります。
　しかし、奈良県庁をはじめとして県下で特
定屋外喫煙場所を設けて対応している自治体
は、過半数の２２市町村に上っています。現
に、本市職員の中にも多数の喫煙者が存在し、
敷地内禁煙が実施されて２か月余りが経過し
た中、各自で対策は講じてはいるものの、禁
煙までには至っていないのが現実であります。
　喫煙者の権利を殊更に主張するものではな
く、望まない受動喫煙を防止するという改正
法の趣旨に何ら異を唱えるものではありませ
んが、市民をはじめ来庁される方の不満もい
くらか耳にするようになった今、ここに理事
者の再考を求めるものであります。
　よって、受動喫煙の防止を最大限考慮した
上で、敷地内に専用の喫煙場所を設置してい
ただくことを強く求めます。
　　以上、意見書を提出します。

    令和元年９月２５日　　　五 條 市 議 会

補正予算額　６７，８９６千円
（基金積立金、諸支出金の追加）



　議長交際費は、議長が五條市議会を代表し
て、議会運営上、特に必要と認める場合に予
算の範囲内で支出する経費です。
　支出にあたっては、社会通念上適当と認め
られる範囲で、必要最小限になるよう努めて
います。
　平成３１年度（令和元年度）の上半期（４
月～９月）の支出状況は、次のとおりです。

　　　☆折衝接遇経費　
　　　 　　　　２件　   １０，０００円
　　　☆儀礼的経費　
　　　 　　　　５件   　４２，０００円
　　　☆賛助的経費 　　　
　　　 　　　　１件　   ２２，３３５円
    　　　合　計　 ８件   　７４，３３５円

15 決算審査特別委員会の報告 14厚生建設常任委員会の報告ほか

五
條
市
上
野
公
園
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

委
員　

防
災
力
強
化
棟
の
多
目
的

ホ
ー
ル
の
利
用
料
金
と
、
総
合
体

育
館
の
会
議
室
や
ほ
か
の
施
設
の

利
用
料
金
と
の
整
合
性
は
。

答
弁　

総
合
体
育
館
の
会
議
室
や

ほ
か
の
施
設
の
利
用
料
金
の
設
定

の
仕
方
と
同
じ
方
法
で
求
め
て
い

る
。

委
員　

防
災
力
強
化
棟
の
多
目
的

ホ
ー
ル
は
単
独
で
利
用
可
能
な
の

か
。

答
弁　

可
能
で
あ
る
。

委
員　

子
供
、
高
校
・
大
学
、
一

般
と
い
う
よ
う
な
料
金
設
定
が
可

能
な
ら
ば
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

答
弁　

上
野
公
園
全
体
に
影
響
が

あ
る
の
で
、
今
後
精
査
の
上
検
討

し
て
ま
い
り
た
い
。

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て委
員　

五
條
市
新
庁
舎
（
国
・
県
・

市
集
約
型
）
建
設
建
築
工
事
の
、

市
・
県
及
び
国
の
負
担
金
は
。

答
弁　

市
の
負
担
金
は
約
36
億
６
，

６
０
０
万
円
、
県
の
負
担
金
は
約

15
億
２
，
６
０
０
万
円
、
国
の
負

担
金
は
な
く
、
市
の
実
質
負
担
金

は
約
12
億
１
，
４
０
０
万
円
で
あ

る
。

委
員　

仕
様
書
に
対
す
る
質
問
内

容
と
質
問
数
は
。

答
弁　

主
な
質
問
内
容
は
、
積
算

部
分
の
確
認
事
項
で
、
質
問
数
は

３
７
０
件
で
あ
る
。

委
員　

契
約
に
係
る
工
期
は
。

答
弁　

工
期
は
23
か
月
を
見
込
ん

で
い
る
。

委
員　

地
域
住
民
へ
の
十
分
な
説

明
を
し
て
い
た
だ
き
、
工
期
を
守

っ
て
し
ゅ
ん
工
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

五
條
市
森
林
環
境
基
金
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

委
員　

国
か
ら
譲
与
さ
れ
る
森
林

環
境
譲
与
税
の
金
額
は
。

答
弁　

現
在
総
務
省
か
ら
の
通
知

は
な
い
が
、
国
予
算
規
模
を
２
０

０
億
円
程
度
と
見
込
ん
で
お
り
、

市
に
譲
与
さ
れ
る
金
額
は
、
１
，

９
０
０
万
円
程
度
を
見
込
ん
で
い

る
。

委
員　

保
険
事
故
時
の
相
殺
は
。

答
弁　

ペ
イ
オ
フ
に
よ
る
金
融
機

関
の
借
入
れ
と
相
殺
で
き
る
規
定

を
設
け
な
い
と
相
殺
で
き
な
い
た

め
、
相
殺
規
定
を
設
け
て
い
る
。

メ
リ
ッ
ト
を
活
用
で
き
る
よ
う
な

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
お
願
い
す
る
。

自
治
会
保
険
に
つ
い
て

委
員　

自
治
会
保
険
に
適
用
さ
れ

な
い
項
目
は
あ
る
の
か
。

答
弁　

現
在
の
保
険
は
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
保
険
に
熱
中
症
を
特
約

と
し
て
追
加
し
た
も
の
で
、
機
械

を
使
用
し
て
け
が
を
し
た
場
合
は

適
用
外
で
あ
る
。

委
員　

自
治
会
の
奉
仕
作
業
は
、

草
刈
り
機
を
使
用
す
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
加
入
に
つ
い
て
の
対
応

を
お
願
い
す
る
。

Ｗ
ｉ
ー
Ｆ
ｉ
環
境
に
つ
い
て

委
員　

公
共
施
設
の
Ｗ
ｉ
ー
Ｆ
ｉ

環
境
の
整
備
は
。

答
弁　

平
成
30
年
度
末
現
在
、
民

間
事
業
者
設
置
の
公
共
施
設
を
含

め
て
32
施
設
で
、
市
が
設
置
し
た

施
設
は
９
施
設
、
今
年
度
は
五
條

中
央
公
園
に
設
置
し
た
。

自
治
会
非
加
入
者
に
つ
い
て

委
員　

自
治
会
非
加
入
者
の
ハ
ー

ド
面
の
要
望
事
項
の
取
扱
い
は
。

答
弁　

地
域
政
策
課
で
対
応
し
、

内
容
に
よ
り
緊
急
度
等
を
加
味
し

て
対
応
し
て
い
る
。
法
的
な
相
談

に
つ
い
て
は
、
無
料
相
談
等
を
紹

介
し
て
い
る
。

歳
出
に
つ
い
て

総
務
費
に
つ
い
て

委
員　

吉
野
三
山
ル
ー
ト
マ
ッ
プ

の
周
知
方
法
は
。

答
弁　

ル
ー
ト
マ
ッ
プ
は
２
，
０

０
０
部
作
成
し
、
市
内
各
施
設
や

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
等
、
ま
た
橋

本
市
や
八
尾
市
等
に
約
１
，
３
０

０
部
を
配
布
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
た
。
残
り
は
柿
の
里

ま
つ
り
等
で
配
布
予
定
で
あ
る
。

委
員　

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
導

入
促
進
事
業
補
助
金
の
内
容
は
。

答
弁　

平
成
30
年
度
は
５
年
間
事

業
の
４
年
目
で
、
台
数
は
３
１
３

台
で
あ
っ
た
。
令
和
元
年
度
で
目

標
の
１
，
２
５
０
台
を
達
成
し
た
。

委
員　

幻
の
五
新
鉄
道
活
用
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
の
内
容
は
。

答
弁　

ト
ン
ネ
ル
点
検
補
修
設
計

及
び
木
レ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト
運
営
委

託
で
、
ト
ン
ネ
ル
を
点
検
し
た
結

果
、
賀
名
生
・
城
戸
間
で
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
等
に
活

用
す
る
た
め
に
、
令
和
元
年
度
で

改
修
を
予
定
し
て
い
る
。

農
林
業
費
に
つ
い
て

委
員　

会
場
・
施
設
使
用
料
の
内

容
は
。

答
弁　

第
22
回
食
の
乱
反
射
の
施

設
費
用
及
び
設
備
一
式
の
使
用
料

で
あ
る
。

委
員　

長
く
続
い
て
い
る
五
條
市

の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
補
助

金
を
減
額
す
る
一
方
で
は
な
く
、

行
政
と
の
協
力
を
お
願
い
す
る
。

商
工
費
に
つ
い
て

委
員　

自
転
車
観
光
促
進
事
業
の

事
業
内
容
は
。

答
弁　

市
内
で
は
文
化
施
設
や
観

光
施
設
が
点
在
し
、
徒
歩
や
公
共

交
通
機
関
も
不
便
で
あ
り
十
分
な

観
光
が
で
き
て
い
な
い
状
況
で
あ

る
の
で
、
自
転
車
に
よ
り
観
光
を

促
進
す
る
た
め
の
事
業
で
あ
る
。

教
育
費
に
つ
い
て

委
員　
「
夢
の
教
室
」
実
施
業
務

委
託
の
内
容
は
。

答
弁　

元
サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
選

手
を
は
じ
め
と
し
た
ア
ス
リ
ー
ト

を
招
き
、
２
日
間
に
わ
た
り
市
内

４
つ
の
小
学
校
で
小
学
５
年
生
を

対
象
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

委
員　

専
門
の
技
術
を
間
近
で
見

ら
れ
る
良
い
機
会
で
あ
る
の
で
、

　
総
括
質
問

JR
五
条
駅
跨
線
橋
に
つ
い
て

委
員　

跨
線
橋
の
腐
食
の
実
態
は
。

答
弁　

平
成
28
年
度
に
定
期
点
検

を
実
施
し
総
合
的
な
判
断
レ
ベ
ル

は
レ
ベ
ル
２
、
次
回
の
定
期
点
検

は
令
和
３
年
度
の
予
定
で
あ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て

委
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
率
は
。

答
弁　

本
市
の
交
付
率
は
11
．
３

％
、
県
の
交
付
率
は
16
．
０
％
、

県
内
12
市
の
中
で
は
下
か
ら
２
番

目
で
あ
る
。

委
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

対
象
者
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

委
員　

伝
建
事
業
に
伴
う
修
理
修

景
補
助
金
の
件
数
等
は
。

答
弁　

件
数
は
４
件
で
、
補
助
率

は
80
％
で
あ
る
。

委
員　

有
利
な
補
助
事
業
を
利
用

し
て
、
市
と
し
て
も
地
域
の
活
性

化
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切

と
考
え
る
。

　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
は
、

付
託
さ
れ
た
平
成
30
年
度
五
條

市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算

認
定
ほ
か
８
議
案
の
各
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て
、
委
員
会
の

質
疑
の
中
で
不
明
瞭
な
部
分
が

あ
っ
た
た
め
、
慎
重
審
議
を
期

す
た
め
に
、
引
き
続
き
審
査
が

必
要
で
あ
る
と
の
動
議
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
採
決
の
結
果
、
全

員
一
致
を
持
っ
て
閉
会
中
の
継

続
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま

し
た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

　

９
月
定
例
会
に
お
い
て
、
総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の
執
行
に

つ
い
て
の
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
３
月
定
例
会

に
お
い
て
も
議
会
と
し
て
今
後
徹
底
し
た
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る

と
、
全
会
一
致
で
決
議
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
８
月
13
日
五
條
市
監
査
委
員
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
「
市
長

の
要
求
に
よ
る
監
査
の
結
果
報
告
書
」
に
お
い
て
も
、
総
合
体
育
館

の
備
品
の
契
約
、
管
理
運
営
等
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
事
務
執

行
上
の
問
題
点
が
多
々
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

定
例
会
で
特
別
委
員
会
の
設
置
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
特
別
委
員
会
は
、
７
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
地
方
自
治
法

第
98
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の
執
行

に
つ
い
て
事
務
検
査
を
行
い
ま
す
。



　議長交際費は、議長が五條市議会を代表し
て、議会運営上、特に必要と認める場合に予
算の範囲内で支出する経費です。
　支出にあたっては、社会通念上適当と認め
られる範囲で、必要最小限になるよう努めて
います。
　平成３１年度（令和元年度）の上半期（４
月～９月）の支出状況は、次のとおりです。

　　　☆折衝接遇経費　
　　　 　　　　２件　   １０，０００円
　　　☆儀礼的経費　
　　　 　　　　５件   　４２，０００円
　　　☆賛助的経費 　　　
　　　 　　　　１件　   ２２，３３５円
    　　　合　計　 ８件   　７４，３３５円

15 決算審査特別委員会の報告 14厚生建設常任委員会の報告ほか

五
條
市
上
野
公
園
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

委
員　

防
災
力
強
化
棟
の
多
目
的

ホ
ー
ル
の
利
用
料
金
と
、
総
合
体

育
館
の
会
議
室
や
ほ
か
の
施
設
の

利
用
料
金
と
の
整
合
性
は
。

答
弁　

総
合
体
育
館
の
会
議
室
や

ほ
か
の
施
設
の
利
用
料
金
の
設
定

の
仕
方
と
同
じ
方
法
で
求
め
て
い

る
。

委
員　

防
災
力
強
化
棟
の
多
目
的

ホ
ー
ル
は
単
独
で
利
用
可
能
な
の

か
。

答
弁　

可
能
で
あ
る
。

委
員　

子
供
、
高
校
・
大
学
、
一

般
と
い
う
よ
う
な
料
金
設
定
が
可

能
な
ら
ば
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

答
弁　

上
野
公
園
全
体
に
影
響
が

あ
る
の
で
、
今
後
精
査
の
上
検
討

し
て
ま
い
り
た
い
。

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て委
員　

五
條
市
新
庁
舎
（
国
・
県
・

市
集
約
型
）
建
設
建
築
工
事
の
、

市
・
県
及
び
国
の
負
担
金
は
。

答
弁　

市
の
負
担
金
は
約
36
億
６
，

６
０
０
万
円
、
県
の
負
担
金
は
約

15
億
２
，
６
０
０
万
円
、
国
の
負

担
金
は
な
く
、
市
の
実
質
負
担
金

は
約
12
億
１
，
４
０
０
万
円
で
あ

る
。

委
員　

仕
様
書
に
対
す
る
質
問
内

容
と
質
問
数
は
。

答
弁　

主
な
質
問
内
容
は
、
積
算

部
分
の
確
認
事
項
で
、
質
問
数
は

３
７
０
件
で
あ
る
。

委
員　

契
約
に
係
る
工
期
は
。

答
弁　

工
期
は
23
か
月
を
見
込
ん

で
い
る
。

委
員　

地
域
住
民
へ
の
十
分
な
説

明
を
し
て
い
た
だ
き
、
工
期
を
守

っ
て
し
ゅ
ん
工
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

五
條
市
森
林
環
境
基
金
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

委
員　

国
か
ら
譲
与
さ
れ
る
森
林

環
境
譲
与
税
の
金
額
は
。

答
弁　

現
在
総
務
省
か
ら
の
通
知

は
な
い
が
、
国
予
算
規
模
を
２
０

０
億
円
程
度
と
見
込
ん
で
お
り
、

市
に
譲
与
さ
れ
る
金
額
は
、
１
，

９
０
０
万
円
程
度
を
見
込
ん
で
い

る
。

委
員　

保
険
事
故
時
の
相
殺
は
。

答
弁　

ペ
イ
オ
フ
に
よ
る
金
融
機

関
の
借
入
れ
と
相
殺
で
き
る
規
定

を
設
け
な
い
と
相
殺
で
き
な
い
た

め
、
相
殺
規
定
を
設
け
て
い
る
。

メ
リ
ッ
ト
を
活
用
で
き
る
よ
う
な

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
お
願
い
す
る
。

自
治
会
保
険
に
つ
い
て

委
員　

自
治
会
保
険
に
適
用
さ
れ

な
い
項
目
は
あ
る
の
か
。

答
弁　

現
在
の
保
険
は
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
保
険
に
熱
中
症
を
特
約

と
し
て
追
加
し
た
も
の
で
、
機
械

を
使
用
し
て
け
が
を
し
た
場
合
は

適
用
外
で
あ
る
。

委
員　

自
治
会
の
奉
仕
作
業
は
、

草
刈
り
機
を
使
用
す
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
加
入
に
つ
い
て
の
対
応

を
お
願
い
す
る
。

Ｗ
ｉ
ー
Ｆ
ｉ
環
境
に
つ
い
て

委
員　

公
共
施
設
の
Ｗ
ｉ
ー
Ｆ
ｉ

環
境
の
整
備
は
。

答
弁　

平
成
30
年
度
末
現
在
、
民

間
事
業
者
設
置
の
公
共
施
設
を
含

め
て
32
施
設
で
、
市
が
設
置
し
た

施
設
は
９
施
設
、
今
年
度
は
五
條

中
央
公
園
に
設
置
し
た
。

自
治
会
非
加
入
者
に
つ
い
て

委
員　

自
治
会
非
加
入
者
の
ハ
ー

ド
面
の
要
望
事
項
の
取
扱
い
は
。

答
弁　

地
域
政
策
課
で
対
応
し
、

内
容
に
よ
り
緊
急
度
等
を
加
味
し

て
対
応
し
て
い
る
。
法
的
な
相
談

に
つ
い
て
は
、
無
料
相
談
等
を
紹

介
し
て
い
る
。

歳
出
に
つ
い
て

総
務
費
に
つ
い
て

委
員　

吉
野
三
山
ル
ー
ト
マ
ッ
プ

の
周
知
方
法
は
。

答
弁　

ル
ー
ト
マ
ッ
プ
は
２
，
０

０
０
部
作
成
し
、
市
内
各
施
設
や

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
等
、
ま
た
橋

本
市
や
八
尾
市
等
に
約
１
，
３
０

０
部
を
配
布
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
た
。
残
り
は
柿
の
里

ま
つ
り
等
で
配
布
予
定
で
あ
る
。

委
員　

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
導

入
促
進
事
業
補
助
金
の
内
容
は
。

答
弁　

平
成
30
年
度
は
５
年
間
事

業
の
４
年
目
で
、
台
数
は
３
１
３

台
で
あ
っ
た
。
令
和
元
年
度
で
目

標
の
１
，
２
５
０
台
を
達
成
し
た
。

委
員　

幻
の
五
新
鉄
道
活
用
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
の
内
容
は
。

答
弁　

ト
ン
ネ
ル
点
検
補
修
設
計

及
び
木
レ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト
運
営
委

託
で
、
ト
ン
ネ
ル
を
点
検
し
た
結

果
、
賀
名
生
・
城
戸
間
で
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
等
に
活

用
す
る
た
め
に
、
令
和
元
年
度
で

改
修
を
予
定
し
て
い
る
。

農
林
業
費
に
つ
い
て

委
員　

会
場
・
施
設
使
用
料
の
内

容
は
。

答
弁　

第
22
回
食
の
乱
反
射
の
施

設
費
用
及
び
設
備
一
式
の
使
用
料

で
あ
る
。

委
員　

長
く
続
い
て
い
る
五
條
市

の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
補
助

金
を
減
額
す
る
一
方
で
は
な
く
、

行
政
と
の
協
力
を
お
願
い
す
る
。

商
工
費
に
つ
い
て

委
員　

自
転
車
観
光
促
進
事
業
の

事
業
内
容
は
。

答
弁　

市
内
で
は
文
化
施
設
や
観

光
施
設
が
点
在
し
、
徒
歩
や
公
共

交
通
機
関
も
不
便
で
あ
り
十
分
な

観
光
が
で
き
て
い
な
い
状
況
で
あ

る
の
で
、
自
転
車
に
よ
り
観
光
を

促
進
す
る
た
め
の
事
業
で
あ
る
。

教
育
費
に
つ
い
て

委
員　
「
夢
の
教
室
」
実
施
業
務

委
託
の
内
容
は
。

答
弁　

元
サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
選

手
を
は
じ
め
と
し
た
ア
ス
リ
ー
ト

を
招
き
、
２
日
間
に
わ
た
り
市
内

４
つ
の
小
学
校
で
小
学
５
年
生
を

対
象
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

委
員　

専
門
の
技
術
を
間
近
で
見

ら
れ
る
良
い
機
会
で
あ
る
の
で
、

　
総
括
質
問

JR
五
条
駅
跨
線
橋
に
つ
い
て

委
員　

跨
線
橋
の
腐
食
の
実
態
は
。

答
弁　

平
成
28
年
度
に
定
期
点
検

を
実
施
し
総
合
的
な
判
断
レ
ベ
ル

は
レ
ベ
ル
２
、
次
回
の
定
期
点
検

は
令
和
３
年
度
の
予
定
で
あ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て

委
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
率
は
。

答
弁　

本
市
の
交
付
率
は
11
．
３

％
、
県
の
交
付
率
は
16
．
０
％
、

県
内
12
市
の
中
で
は
下
か
ら
２
番

目
で
あ
る
。

委
員　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

対
象
者
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

委
員　

伝
建
事
業
に
伴
う
修
理
修

景
補
助
金
の
件
数
等
は
。

答
弁　

件
数
は
４
件
で
、
補
助
率

は
80
％
で
あ
る
。

委
員　

有
利
な
補
助
事
業
を
利
用

し
て
、
市
と
し
て
も
地
域
の
活
性

化
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切

と
考
え
る
。

　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
は
、

付
託
さ
れ
た
平
成
30
年
度
五
條

市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算

認
定
ほ
か
８
議
案
の
各
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て
、
委
員
会
の

質
疑
の
中
で
不
明
瞭
な
部
分
が

あ
っ
た
た
め
、
慎
重
審
議
を
期

す
た
め
に
、
引
き
続
き
審
査
が

必
要
で
あ
る
と
の
動
議
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
採
決
の
結
果
、
全

員
一
致
を
持
っ
て
閉
会
中
の
継

続
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま

し
た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

　

９
月
定
例
会
に
お
い
て
、
総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の
執
行
に

つ
い
て
の
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
３
月
定
例
会

に
お
い
て
も
議
会
と
し
て
今
後
徹
底
し
た
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る

と
、
全
会
一
致
で
決
議
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
８
月
13
日
五
條
市
監
査
委
員
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
「
市
長

の
要
求
に
よ
る
監
査
の
結
果
報
告
書
」
に
お
い
て
も
、
総
合
体
育
館

の
備
品
の
契
約
、
管
理
運
営
等
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
事
務
執

行
上
の
問
題
点
が
多
々
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

定
例
会
で
特
別
委
員
会
の
設
置
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
特
別
委
員
会
は
、
７
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
地
方
自
治
法

第
98
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
総
合
体
育
館
に
お
け
る
事
務
の
執
行

に
つ
い
て
事
務
検
査
を
行
い
ま
す
。



（東阿田町） （久留野町）

（南阿田町）

令
和
元
年
五
條
市
議
会

　
　
　
　

第
３
回
９
月
定
例
会
の
概
要

　

令
和
元
年
五
條
市
議
会
第
３
回
９
月
定
例
会
は
、

９
月
２
日
に
開
会
、
会
期
を
26
日
ま
で
の
25
日
間
と

決
定
し
、
初
日
に
市
長
か
ら
市
政
の
報
告
と
提
出
議

案
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
五
條
市
森
林
環
境
基
金
条
例
の

制
定
、
五
條
市
林
産
物
加
工
施
設
条
例
の
制
定
、
平

成
30
年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
、
五
條
市
監

査
委
員
の
選
任
な
ど
の
重
要
案
件
が
市
長
か
ら
提
案

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
会
か
ら
は
、
９
名
の
議
員
が
一
般
質
問

を
行
う
と
と
も
に
、
新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
に

関
す
る
意
見
書
や
高
齢
者
の
安
全
運
転
支
援
と
移
動

手
段
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書
な
ど
が
提
出
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
慎
重
審
議
を
行
い
、
９
月
25
日
に
議
事
が

全
部
終
了
し
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。             

問い合わせ先 　五條市議会事務局
電話　（２３）２０００　〒637－8501 五條市本町 1丁目 1番 1号
令和元年１１月 1日発行　市議会だよりGOJO ７３号

（山田町）
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16
ペ
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肌
寒
さ
が
身
に
し
み
る
気
候
と

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
皆
様

方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
い
か
が

お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

市
議
会
だ
よ
り
Ｇ
Ｏ
Ｊ
Ｏ
は
、

71
号
か
ら
表
紙
写
真
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
て
お
り
ま
す
が
、
変
化
に

気
づ
い
て
い
た
だ
け
て
い
る
か
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

年
４
回
発
行
し
、
議
会
の
活
動

を
皆
様
に
お
届
け
し
て
い
る
こ
の

市
議
会
だ
よ
り
で
す
が
、
今
後
も

皆
様
の
手
に
取
っ
て
も
ら
い
や
す

い
内
容
に
す
る
よ
う
に
心
掛
け
て

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
回
の
定
例
会
は
12
月
で
す
。

是
非
、
議
場
に
足
を
お
運
び
く
だ

さ
い
。

　

議
会
広
報
編
集
委
員
会

 　
　

委
員
長　
　
　

  

吉
田　

  

正

　

 　

副
委
員
長　
　

  

岩
本  　

孝

 　
　

委
員　
　
　
　

  

藤
冨
美
恵
子

　

 　

    

〃　
　
　
　

  

福
塚  　

実

 　

 　

   

〃　
　
　
　

  

窪　
　

佳
秀

　
　
　

 

〃（
議
長
）　  

平
岡　

清
司

　
　
　

 

〃（
副
議
長
）  

牧
野　

雅
一

　

総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
７
月
10
日
・
11
日
に
、

北
海
道
滝
川
市
、
樺
戸
郡
新
十
津
川
町
で
視
察
研
修

を
行
い
ま
し
た
。

　

10
日
は
、
滝
川
市
の
陸
上
自
衛
隊
滝
川
駐
屯
地
を

訪
問
。
地
域
交
流
施
策
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
、

施
設
内
を
見
学
し
、
16
式
機
動
戦
闘
車
前
で
説
明
を

受
け
ま
し
た
。

　

11
日
は
、
樺
戸
郡
新
十
津
川
町
を
訪
問
、
高
校
等

遠
距
離
通
学
費
助
成
、
学
校
跡
地
利
活
用
、
奨
学
金

制
度
に
つ
い
て
の
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

新
十
津
川
町
で
は
、
中
学
校
は
昭
和
45
年
に
町
内

１
中
学
校
と
な
り
、
昭
和
43
年
以
降
、
小
学
校
に
つ

い
て
も
統
廃
合
が
続
き
、
平
成
21
年
に
は
４
校
が
統

合
さ
れ
、
町
内
１
小
学
校
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

廃
校
と
な
っ
た
小
学
校
は
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
福
祉

法
人
に
譲
渡
後
、
福
祉
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り
、

彫
刻
家
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ア
ト
リ
エ
と
し
て
利
用
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
学
校
統
合
時
の
地
域
と
の
協
議
、

活
用
に
関
す
る
独
自

の
取
組
や
ス
ク
ー
ル

バ
ス
の
運
行
状
況
等

に
つ
い
て
の
説
明
を

受
け
ま
し
た
。

　

今
回
の
視
察
研
修

で
得
た
成
果
を
、
今

後
の
議
会
活
動
に
生

か
し
て
ま
い
り
ま
す
。

総務文教常任委員会視察　 in 　北海道滝川市・新十津川町

　

厚
生
建
設
常
任
委
員
会
は
７
月
23
日
・
24
日
に
福

井
県
あ
わ
ら
市
で
視
察
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

23
日
は
、
あ
わ
ら
市
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
金
津
雲

雀
ヶ
丘
寮
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
つ
い
て
の
研

修
を
行
い
ま
し
た
。

　

民
間
で
で
き
る
も
の
は
民
間
へ
と
の
行
財
政
改
革

の
位
置
付
け
が
あ
り
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
が

行
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
、
市
の
補
助
金
等
で
運
営
し
、

市
や
議
会
の
助
言
や
調
査
等
が
行
き
届
き
や
す
く
、

公
平
性
が
保
た
れ
る
と
の
判
断
で
、
社
会
福
祉
法
人

あ
わ
ら
市
社
会
福
祉
協
議
会
を
指
定
し
た
と
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　

24
日
は
、
坂
井
森
林
組
合
で
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の

利
活
用
に
つ
い
て
の
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

坂
井
森
林
組
合
２
施
設
の
木
質
チ
ッ
プ
製
造
や
、

木
材
の
リ
サ
イ
ク
ル
過
程
で
出
る
木
の
皮
や
端
材
も

木
粉
と
し
て
、
隣
接
し
た
敷
地
に
あ
る
民
間
会
社
へ

販
売
し
、
地
域
に
お
け

る
木
材
資
源
を
１
０
０

％
活
用
し
て
お
り
、
こ

の
シ
ス
テ
ム
で
持
続
可

能
な
循
環
型
社
会
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
い
る

と
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

今
回
の
視
察
研
修
で

得
た
成
果
を
、
今
後
の

議
会
活
動
に
生
か
し
て

ま
い
り
ま
す
。

厚生建設常任委員会視察　 in 　福井県あわら市

16定例会の概要1

台
風
15
号
及
び
19
号
に
よ
り
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
方
々

　

に
対
し
、
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
被
害
に
遭
わ
れ
ま

　

し
た
方
々
に
対
し
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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